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鏡
野
町
食
育
・
地
産
地
消
推
進
計
画
に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
に
よ
り
皆
様
か
ら
ご
意
見

を
募
集
い
た
し
ま
す
。

■
実
施
項
目　

鏡
野
町
食
育
・
地
産
地
消
推
進
計
画
（
素
案
）

■
募
集
期
間　

平
成
25
年
11
月
１
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
25
年
12
月
２
日
（
月
曜
日
）
ま
で

■
担
当
課　

保
健
福
祉
課　

産
業
観
光
課

■
資
料
の
閲
覧
場
所　

鏡
野
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.tow
n.kagam

ino.lg.jp/

）、保
健
福
祉
課
窓
口
・

産
業
観
光
課
窓
口
、
奥
津
・
上
齋
原
・
富
の
各
振
興
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
、
中
央
公
民
館

■
意
見
を
提
出
で
き
る
人　

町
内
在
住
者
、
在
勤
者
、
在
学
者

■
提
出
方
法　

原
則
、意
見
情
報
提
出
書（
専
用
用
紙
）を
用
い
、住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
意
見
を
記
入
し
郵
便
、

フ
ァ
ッ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
、
ま
た
は
窓
口
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
意
見
情
報
提
出
書
は
上
記

資
料
の
閲
覧
場
所
に
あ
り
ま
す
。※
意
見
提
出
者
の
住
所
、
氏
名
を
公
表
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

■
そ
の
他　

意
見
提
出
者
に
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
が
、
検
討
の
結
果
、
意
見
の
概
要
及
び
意
見
に
対

す
る
町
の
考
え
方
や
、
案
を
修
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
修
正
内
容
な
ど
を
公
表
し
ま
す
。

鏡
野
町
食
育
・
地
産
地
消
推
進
計
画
へ
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
町
民
意
見
）を
募
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
所　

〒
７
０
８-

０
３
９
２　

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
竹
田
６
６
０

保
健
福
祉
課　

保
健
指
導
推
進
セ
ン
タ
ー　

 

電
話 

（
０
８
６
８
）５
４-

２
０
２
５  

F
A
X 

（
０
８
６
８
）５
４-

２
８
９
１

産
業
観
光
課　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

電
話 

（
０
８
６
８
）５
４-

２
９
８
７  

F
A
X 

（
０
８
６
８
）５
４-

３
６
６
２

お
問
い
合
せ
先

住
民
税
務
課　

電
話（
0
8
6
8
）5
4-

2
9
8
5

お
問
い
合
せ
先

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
制
度
と
は

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
政
策
等（
各
種
の
行
政
計
画
や
条
例
な
ど
）を
策
定（
変

更
、廃
止
を
含
む
）す
る
際
に
行
う
、次
の一連
の
手
続
き
を
言
い
ま
す
。

①
政
策
等
の
案
や
関
連
す
る
資
料
を
あ
ら
か
じ
め
公
表
し
ま
す
。

②
政
策
等
の
案
の
公
表
の
日
か
ら
30
日
以
上
の
意
見
提
出
期
間
を
設
け
て
、意
見
を
募
集
し
ま
す
。

③
政
策
等
を
策
定
す
る
場
合
は
、提
出
を
受
け
た
意
見
を
考
慮
し
ま
す
。

④
政
策
等
の
策
定
の
と
き
に
、提
出
を
受
け
た
意
見
の
内
容
と
意
見
を
考
慮
し
た
結
果
等
を
公
表
し
ま
す
。

納
税
貯
蓄
組
合
加
入
の
皆
様
へ

鏡
野
町
貯
蓄
組
合
補
助

金
を
終
了
し
ま
す

　

平
成
25
年
度
末
を
も
っ
て
鏡
野
町
納
税
貯
蓄
組
合
規

則
を
廃
止
し
、
納
税
貯
蓄
組
合
補
助
金
を
終
了
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
納
税
貯
蓄
組
合
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

平
成
26
年
度
よ
り
、
納
税
通
知
書
等
は
す
べ
て
納
税

義
務
者
の
皆
様
へ
直
接
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
町
税
等
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
便
利
で
安
心

な
口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
の
ご
利
用
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
詳
し
く
は
住
民
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

〈
規
則
廃
止
の
主
な
理
由
〉

○
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
こ
と

○
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
が
普
及
増
大
し
て
い
る
こ
と

○
補
助
金
交
付
の
基
準
や
そ
の
使
途
等
が
納
税
貯
蓄

組
合
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
補
助
金
で
な
い
こ
と 

   

な
ど


